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一
　
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
卒
業
者
に
つ
い
て
、
専
門
学
校
入
学
に
関
し
、
従
前

の
規
定
に
よ
る
中
学
校
若
し
く
は
高
等
女
学
校
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
と
し
て
、
文
部
大
臣
の

指
定
を
受
け
た
学
校

二
　
私
立
学
校
令
に
よ
つ
て
の
み
設
立
さ
れ
た
学
校
で
、
従
前
の
規
定
に
よ
る
中
学
校
若
し
く
は
高
等
女
学
校
を
卒

業
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
検
定
さ
れ
た
者
以
上
の
程
度
を
入
学
資
格
と

し
、
そ
の
修
業
年
限
が
三
年
を
超
え
る
も
の

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。
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